
ご参加ありがとうございます

四国厚生支局

四国厚生支局 官庁ＯＰＥＮゼミ



四国厚生支局とは
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四国厚生支局の組織図
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令和２年度 令和３年度 令和４年度

４人（２人） ６人（４人） ４人（３人）

・過去３年間の採用人数

四国厚生支局の採用について

・２～３年毎に人事異動

・本局（香川県）の各部署間のほか、
徳島県、愛媛県、高知県の事務所への異動や、
厚生労働省（東京都）等への出向もあります。

※（ ）は女性数で内数
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四国厚生支局の採用について

職場の雰囲気を
ぜひ覗いてみてください！

▲四国厚生支局の▲
採用情報はこちら 4



年金部門のご紹介

～ 年金管理課の業務について ～

～ 年金審査課の業務について ～

～ 社会保険審査官室の業務について ～

四国厚生支局
Shikoku Regional Bureau of Health and Welfare

厚生労働省
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•様々な業務を行っているが、主なものは次の２つ

◆日本年金機構が行う各種業務の認可等

◆市町村が行う国民年金事務等を執行するため

の費用である交付金等の審査

年金管理課

年金管理課の業務
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公的年金は厚生労働大臣が管理し、直接的な監督
の下、日本年金機構が一連の業務を運営している。

公的年金にかかる業務

厚生労働省
（年金局・地方厚生局）

日本年金機構
（年金事務所等）

監督

認可被
保
険
者

受
給
者

事
業
主 申請

届出

適用・徴収
相談・給付

年金管理課 8

・年金額の決定 ・年金の支払い
・年金に関する相談を受ける

・年金を納めた記録の管理 ・保険料の徴収

年金管理課では、上記業務に必要な認可
を厚生労働大臣に代わり、行っている。



日本年金機構は、特殊法人組織のため、

厚生労働大臣の認可を受けなければ行えない業務がある。

※地方厚生（支）局は、厚生労働大臣の委任を受け、認可を行う。

• 滞納処分等にかかる認可

• 徴収職員・収納職員任命にかかる認可

• 事業所立入検査等にかかる認可

• 年金受給権者調査等にかかる認可

日本年金機構が行う
各種業務の認可等

年金管理課 9



厚生労働省(年金局・地方厚生局）

厚生年金保険 会社員・公務員の方が加入

国民年金 ２０歳以上６０歳未満のすべての方が加入

農業者 自営業者
学生 フリータ 無職

会社員
公務員

会社員・公務員などの厚生
年金加入者に扶養されてい
る配偶者

２階

１階

未適用事業所に加入指導・立入検査を行う場合・・

日本年金機構

国税局
労働局

被保険者など

加入指導等の実施

年金管理課

情報提供

申請
認可
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•四国厚生支局管内の９５市町村に対し、以下の交
付金を交付しており、それを交付するための審査
業務等を行っている。

・ 国民年金等事務費交付金
・ 年金生活者支援給付金事務取扱交付金

市町村へ交付する交付金の審査

年金管理課
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年金記録の訂正請求とは

✥年金記録の訂正請求に関する調査事務

✥中国四国地方年金記録訂正審議会四国担当部会の運営

年金審査課の業務

年金に加入していた期間や保険料の納付状況など国が管理している年金記録が事
実と異なると、将来受け取る年金額が少なくなってしまうことがある。

年金記録が事実と異なると思われる場合は、厚生労働省に対し、年金記録の訂正
請求をすることができる。

年金審査課
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⑨決定に不服がある場合
・厚生労働大臣に対して、行政
不服審査法に基づく審査請求
を行うことができる。

・四国厚生支局長の決定の取
消を求めて、裁判所に訴訟を提
起することもできる。

⑨
審
査
請
求

ま
た
は
提
訴

⑧
訂
正
ま
た
は
不
訂
正
の

決
定
通
知
を
送
付

⑦答申

⑥諮問

⑤回答・報告

④調査・照会

③ 年金事務所で直ちに記録訂正できないもの
は、四国厚生支局へ送られ、調査等を実施する。

③訂正請求書を送付

②直ちに訂正
できるものは訂正

①訂正請求書を提出

厚生労働大臣
または裁判所

中国四国地方年金記録訂正審議会
(弁護士・社会保険労務士・税理士などの

専門家による会議)

事業主・従業員などの関係者
市町村・税務署・金融機関 など

四国厚生支局長

日本年金機構 各年金事務所
（請求書の受付・記録の確認調査及び訂正）

年金記録の訂正を求める方 （被保険者・受給者）

年金記録の訂正手続の流れ

年金審査課
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✥請求者等からの聴取

保険料の納付状況・生活状況・勤務状況等について、請求者・請求者の家族・
同僚・事業主等の関係者から聴取する。

✥資料の収集

請求者から提出された資料や日本年金機構が保有する資料のみならず、市町
村・税務署・金融機関・厚生年金基金・健康保険組合・国民健康保険組合・事
業主等から幅広く収集する。

年金記録の訂正請求に関する調査事務

年金審査課
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訂正または不訂正の決定

中国四国地方年金記録訂正審議会からの答申

年金審査課は、中国四国地方年金記録訂正審議会
四国担当部会に出席し、事案の概要、四国厚生支局
における審査の結果及びその理由を述べ、審議会の
委員の質問に回答する。

中国四国地方年金記録訂正審議会
四国担当部会の運営

年金審査課 15



社会保険審査官の業務

社会保険審査官

社会保険審査官は、保険者が行った健康保険法、厚生年金保険法、国民年金
法等に基づく保険（年金）給付や被保険者資格などの処分決定に対する不服申
立てである審査請求の業務を行っています。

● 厚生労働大臣が行った保険（年金）給付の処分決定に対する審査請求の対応

● 日本年金機構理事長が行った厚生年金保険や健康保険の被保険者資格、標準報酬及び国民
年金保険料の処分決定に対する審査請求の対応

● 全国健康保険協会各支部長が行った健康保険給付の処分決定に対する審査請求の対応

● 健康保険組合や厚生年金基金、国民年金基金等が行った処分決定に対する審査請求の対応

業 務 内 容

【審査請求の流れ】

保険者が行った処分

決定に対して不服

（３月以内に審査請求）

審査請求に関する

照会・相談の対応

審査請求の受付

審査請求事案に

関する審理

審理結果の通知

決定書を審査請求人へ送付

（容認・棄却・却下）
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全体

・決定（処分）が行われていないもの

・陳情、要請（要望）

・不明な点についての回答を求めるもの及び調査を求めるもの

・現行の法律や政令・省令等に対する不服

・保険者の対応（説明誤り、説明不足を含む）に対する不服

・保険者の不作為によるもの

健康保険関係

・第三者行為による事故の求償に関すること

・保険給付費（医療費）の返還に関すること

・医療費通知、傷病手当金の期間満了前通知等のお知らせ文書

年金関係

・物価スライド等による年金額改定に対する不服

・老齢年金の年金額と、各期毎の支払金額の年間合計額との差額に関すること

・障害給付に係る次回の診断書の提出について（お知らせ）における診断書の提出年月に関すること

・障害給付に係る診断書の記載内容に対する不服

・障害給付に係る現況届による等級変更がないことに対する不服

・国民年金保険料の過誤納における還付に関すること

社会保険審査官が行う審査の
対象とならない主なもの

社会保険審査官 17



健康福祉部門のご紹介

～ 健康福祉課の業務について ～

～ 地域包括ケア推進課の業務について ～

～ 保険年金課の業務について ～

四国厚生支局
Shikoku Regional Bureau of Health and Welfare

厚生労働省
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Ⅰ.健康福祉サービスの基盤整備（福祉・保健衛生関係の補助金の交付）

○養成施設とは？ ⇒ 介護福祉士や栄養士等の資格を有する職業人を育成する施設・学校

〈具体的な業務〉①養成施設の指定 ②学則等の変更承認や変更届出の受理 ③指定後の養成施設への指導調査 ④業務報告の受理・確認

Ⅱ.地域の医療提供体制の確保

〈具体的な業務〉①交付申請書の受理・審査、交付決定 ②事業完了後、実績報告書の受理・審査、確定、財産処分の承認

Ⅲ.医療安全 の普及・啓発

〈具体的な業務〉・医療安全に関するセミナーの開催

Ⅳ.人材育成（各種養成施設の指定及び監督）

○民生委員とは？ ⇒    地域において、住民の立場に立って相談に応じるなど、社会福祉の増進に努めている方

○児童委員とは？ ⇒    地域において、子ども達の見守り、子育てや妊娠・出産の相談などを行う方

〈具体的な業務〉民生委員・児童委員の委嘱・解嘱等

（ 所掌事務 ）

〈具体的な業務〉・地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関する業務

・災害時における医療の確保の支援に関する業務

Ⅴ.人材確保（民生委員・児童委員の委嘱事務）

健康福祉課は、地域の方々が安心して生活できるよう、「健康福祉サービス」に関する各種業務の実施や、

健康福祉サービスを支える「専門人材」の育成・確保等に取り組んでいます。

健康福祉課の業務
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○補助金の交付決定等

・補助事業者（主に自治体）から提出された交付申請書を審査し、交付決定を行います。

・補助事業完了後、補助事業者から提出された実績報告書を審査し、補助金の額の確定

を行います。

○財産処分の承認

・補助金で整備した施設設備について、補助目的以外に使用しようとする場合（例：老

人ホームを公民館として使用する等）、財産処分の承認を行います。

補助金の交付業務について

補助事業者

④補助事業完了

①申請

③交付決定通知

⑤実績報告

⑦補助金の額の確定

四国厚生支局
健康福祉課

②申請書の審査、交付決定

⑥実績報告書の審査、確定

・補助目的の事業を行う者

自治体（県・市町村）、非営利
法人等

Ⅰ.健康福祉サービスの基盤整備（福祉・保健衛生関係の補助金の交付）①
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補助金の種類について

Ⅰ.健康福祉サービスの基盤整備（福祉・保健衛生関係の補助金の交付）②

社会福祉施設等施設整備国
庫補助金

地域介護・福祉空間整備等
施設整備交付金

児童扶養手当給付費負
担金

ひとり親世帯等への家庭の生活の安定
と自立促進に寄与するための補助を
行っています。

障害者の自立した生活を支援するた
め、日常生活上の援助を行う施設
（障害者グループホーム）や、就労継
続支援を行う施設の新設や改築の
際に、補助を行っています。

高齢者施設（老人ホーム）等への防
災・減災対策の推進のため、自家発
電装置やエアコンなどを設置する際
に、補助を行っています。
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機能分化・ささ昨日分亜

Ⅱ.地域の医療提供体制の確保①

地域医療構想とは

地域医療構想は、団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年（令和７年）を
念頭に、医療機能（病床区分）ごとに、医療の需要と必要な病床数を推計して、目指すべき
医療提供体制（病床区分ごとの必要数の実現）を実現するための方向性をまとめたもの。
（四国４県とも、各県が平成２８年に策定。）

都
道
府
県

都
道
府
県

各県で作成した「地域医療構想」の実現のため、厚生労
働省本省や地方厚生（支）局と連携し、各種施策を推進。

（施策の例）
療養病床等に転換する医療機関への補助金の交付、

関係機関間の連携会議の開催、広報等を実施。

病床の機能分化と連携のため、一定の地域ごとに
「地域医療構想調整会議」で議論し、調整。

会議参加者：医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、
病院団体、医療保険者、市町村等幅広い関係者
（地域医療構想策定ガイドラインより）
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（具体的な業務内容）

①各構想区域（四国は16区域）における議論の状況等に関する情報を整理し、本省や県と情報共有を図る。

②地域医療介護総合確保基金（国から県への交付金）の適切・効果的な活用に向けた支援を行う。

③四国４県の担当課を交えた会議を主催し、実務上の課題や対策に関する情報共有を図り、取組の推進につなげる。

○ 厚生労働本省（医政局）と四国４県との間に立ち、国や県の取組状況に関する情報の整理と情報の共有、

各県に対する国の交付金の活用に関する支援業務等を行います。

Ⅱ.地域の医療提供体制の確保②

地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関する業務

【参考：2020年病床数と、2025年見込病床数及び2025年必要病床数の比較グラフ】 出典：2020年度病床
機能報告
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災害時における医療の確保の支援に関する業務

Ⅱ.地域の医療提供体制の確保③

○各県が実施する医療訓練や会議への参加を通じ、県への助言及び支援を行います。

○災害拠点病院及び災害拠点精神科病院の運営に関する県への助言及び支援を行います。

○災害時における以下のような業務支援を行います。

被災医療機関の情報収集、被災医療機関に必要な支援内容の情報収集、

他省庁リエゾンとの調整、都道府県災害対策本部へ必要に応じた派遣 等

災害拠点病院の視察 情報収集に向けた準備
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○医療機関における医療安全対策を推進するため、毎年11月～12月に「医療安全に関する

セミナー」を開催しています。

医療安全に関するセミナーの開催

令和３年度の開催実績

開催日時：令和３年１１月１日８時～３０日１７時

開催方法：WEB配信
オンデマンド形式にて参加登録者
のみへの限定配信

参加登録者：１，１２４名
（中国四国９県に在住又は勤務する医療安全管理者等）

主催者 ：中国四国厚生局・四国厚生支局

「医療安全推進週間」･･･厚生労働省では、医療機関における医療安全に関する取組みの推進を図
り、また、これらの取組みについて国民の理解や認識を深めていただくことを目的として、毎年11
月25日を含む1週間を「医療安全推進週間」と位置付けています。

行政機関、医療関係団体、医療機関等では、この週間を中心として、医療安全向上のため、セミ
ナーの開催、研修の実施など様々な取組みを進めています。

Ⅲ. 医療安全の普及・啓発

令和３年度医療安全セミナーの概要 25



○養成施設の指定を受けたい法人や、養成施設の指定後に定員や修業年限等を変更しよ
うとする養成施設から提出された「承認申請書」を審査し、指定又は承認を行います。

○軽微な変更（施設の設置者名や所在地等）の場合、養成施設から提出された「届出
書」を確認の上、受理します。

指定・変更承認・届出業務について

各種養成施設
四国厚生支局
健康福祉課

①指定・変更承認申請

③指定・承認

①届出

②審査（指定・変更承認の場合）

・書類審査

・実地調査

②確認・受理（届出の場合）

【参考】四国管内の養成施設（令和４年３月末時点）

○栄養士 ５課程 （５施設） ○管理栄養士 ５課程（５施設）

○社会福祉士 １１課程（１０施設） ○介護福祉士 ９課程（９施設）

○あん摩マッサージ指圧師 １課程 （１施設）

Ⅳ.人材育成（各種養成施設の指定及び監督）①
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○毎年度提出される業務報告を受理し、内容を確認します。

○養成施設として指定後、法令どおり適切な運営が行われているか、現地にて責任者、

教員等からヒアリングをし、さらに書類や設備備品などを確認します（指導調査の実施）。

○法令違反が確認された場合、文書での指導又は口頭での指導・助言を行います。

〈指導調査の実施〉

養成施設の監督業務について

四国厚生支局
健康福祉課

① 指導調査対象養成施設の選定

③ 指導調査結果の検討
指導方針の決定

各種養成施設

c栄養士養成施設

管理栄養士養成施設

社会福祉士養成施設

介護福祉士養成施設

あん摩マッサージ指圧師養成施設

Ⅳ.人材育成（各種養成施設の指定及び監督）②

②指導調査

④指導・改善の通知

⑤改善等の報告
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○活動の功績が顕著な方に対して、厚生労働大臣表彰や感謝状の授与を行います。

委嘱・解嘱、表彰に関する業務

○県知事及び中核市長からの推薦を受け、民生委員・児童委員を委嘱します。

四国厚生支局

健康福祉課

県

中核市

地方社会福祉
審議会

市町村
推薦委員会

民生委員

児童委員

③委嘱の推薦
解嘱の具申

④決定通知

①推薦

②意見聴取

⑤辞令交付

【参考】四国管内の民生委員数等(R4年3月末時点)※県の人数は中核市を除く

徳島県 2,008名 香川県 1,323名 愛媛県 2,640名 高知県 1,664名

高松市 853名 松山市 1,010名 高知市 694名

四国の合計 10,192名

Ⅴ.人材確保（民生委員・児童委員の委嘱事務）

厚労省HPより
地域をパトロール中
（提供：岡山県民生委員児童委員協議会）

厚労省ＨＰより
（平成30年度全国社会福祉大会）
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地域包括ケア推進課の業務

いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

（厚生労働省老健局 作成資料） 29



四国管内の地域包括ケアシステムの構築

徳島県 香川県 愛媛県 高知県

徳島県内
市町村

香川県内
市町村

愛媛県内
市町村

高知県内
市町村

情報 助言等 情報 情報 助言等情報助言等

四国厚生支局

（県・市町村の取り組みを支援）

助言等情報

【全国】

助言等

【本省】

情報の横展開

情報 情報共有

情報の横展開

地域包括ケア推進課の業務
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○ 一体的実施の実施状況の把握、助言、支援
○ 後期高齢者医療特別調整交付金の審査

○ 管内市町村の地域支援事業の取組状況の把握
○ 先行事例の収集
○ 管内市町村との意見交換や事例発表を行うセミナー
の開催

○ 地域支援事業交付金に関する業務（交付申請・実績報
告の取りまとめ等）

○ 地域づくり加速化事業

地域支援事業に関する業務

○ 認知症施策推進大綱等の普及・啓発
○ 管内市町村の認知症施策の実施状況の把握、助言、
支援

認知症施策に関する業務

※地方厚生（支）局地域包括ケア推進課が行う業務については、令和４年４月８日老発0408第２号老健局
長及び保発0408第１号保険局長通知で示されている

○ 介護従事者確保分、施設等整備分に係る基金残高、執
行状況に係る調査、事業見込み量（所要額）に係る調査
等により、実施状況や課題等を把握し、県に対する必要
な助言及び支援を行う。

〇 交付決定及び交付額の確定

地域医療介護総合確保基金（介護分）に関する業務

○ 市町村及び県が作成する介護保険事業（支援）計画に
関する進捗状況、作成にあたっての課題等を県を通じて
把握し、課題のある市町村及び県に対して必要な助言及
び支援を行う。

介護保険事業（支援）計画に関する業務

地域包括ケア推進課の業務

高齢者保健事業と介護予防の一体的な実施の推進に関する業務
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➢ 情報共有及び連携を図るため、事例発表や意見交換を行うセミナーの実施を行います。

地域支援事業に関する業務

➢ 市町村が地域の実情を踏まえた地域支援事業を円滑に実施できるよう、必要な支援を行います。
〔主な業務内容〕
・ 定期的な実施状況の把握や先行事例の把握、分析及びその結果を踏まえた情報共有、助言等

地域支援事業の取組状況の把握・事例収集

セミナーの実施

○令和４年度移動支援セミナー
高知県（８月）、愛媛県（１１月）

（令和４年度）

○地域の資源を活用した地域包
括ケアシステムの推進に関する
フォーラム （令和元年度）

参加協力:四国経済産業局

○認知症の方の社会参加・就労
等について考えるフォーラム

（令和元年度）

自治体における

地域包括ケアシステム推進に係る
困りごとNo.1

※令和２年度四国厚生支局老人保健健
康増進等事業調べ

認知症の人の社会参
加について教えて欲

しいなぁ

民間企業のサービスを
介護予防に使ったり、
業務改善に利用出来

ないかなぁ
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➢ 実施状況の把握、助言、支援を図るため、事例発表や意見交換を行うセミナー等の実施を行います。

認知症施策に関する業務

➢ 認知症施策推進大綱等の認知症施策について、普及・啓発に関する取組を行います。

認知症施策の実施状況の把握、助言、支援

認知症施策推進大綱等に関する普及・啓発

○国の地方支分部局職員を対象
とした認知症サポーター養成講座

四国４県において、国の地方支分部局
の職員を対象として開催します。
講師を招き、認知症に関する正しい知
識や認知症の方への接し方について、
ロールプレイなどを交えながら学ぶこと
ができます。

○認知症セミナー

認知症の人やその家族を支援している
市町村や県、関係機関の職員を対象と
して、基調講演や支援事例の発表、認
知症の人を交えた意見交換を実施し、
地域の実情に応じた活動の推進を行っ
ています。

○四国厚生支局管内若年性認知
症施策担当者等会議

若年性認知症支援コーディネーターと
県や国の行政機関が、若年性認知症
の人やその家族の支援活動について
活動報告や意見交換を行い、次年度の
関係者の事業や取組に生かしています。

ロバ隊長
（認知症サポーター
キャラバンマスコット）
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保険年金課の業務

◇健康保険組合の行う業務についての認可、指導監督等
◇全国健康保険協会支部の行う業務についての認可、質問検査等
◇確定給付企業年金、確定拠出年金（企業型年金に限る。）の認可、
承認及び指導監督等

健康保険組合

規約変更に係る

認可等業務

事業運営等

の指導監督

全国健康保険協会支部

立入検査等に係る

認可等業務

事業運営等

の質問検査

確定給付企業年金（ＤＢ）

確定拠出年金（ＤＣ）

規約変更に係る

認可・承認等業務

事業運営等

の指導監督

保険年金課 34



国民皆保険を支える制度のうち、「協会管掌健康保険（全国健康保険協会）」
と「組合管掌健康保険（健康保険組合）」について、所管しています。

健保連香川連合会主催
令和５年度予算編成の要点解説

【所管する保険部門の法人等について】

保険年金課

後期高齢者医療制度

約17兆円

・75歳以上
・約1,890万人
・保険者数：47（広域連合）

75歳

前期高齢者財政調整制度（約1,590万人）約７兆円（再掲）※３

65歳
国民健康保険

（都道府県・市町村国保

＋国保組合）

協会けんぽ

（旧政管健保）

健康保険組合 共済組合

・自営業者、年金生活者、
非正規雇用者等

・約2,850万人
・保険者数：約1,900

・中小企業のサラリーマン
・約3,930万人
・保険者数：１

・大企業のサラリーマン
・約2,830万人
・保険者数：約1,400

・公務員
・約910万人
・保険者数：85

約９兆円 約６兆円 健保組合・共済等約５兆円

医療保険制度の体系

※１ 加入者数・保険者数、金額（給付費）は、令和４年度予算ベースの数値。
※２ 上記のほか、法第３条第２項被保険者（対象者約２万人）、船員保険（対象者約10万人）、経過措置として退職者医療がある。
※３ 前期高齢者数（約1,590万人）の内訳は、国保約1,170万人、協会けんぽ約310万人、健保組合約100万人、共済組合約20万人。 35



【所管する年金部門の法人等について】

保険年金課

20歳以上のすべての国民は，いずれかの公的制度に加入することとされており，当課では，「国民
年金」「厚生年金保険」の上乗せ給付である「確定給付企業年金（ＤＢ）」、「確定拠出年金（ＤＣ）」
などについて所管しています。
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医療指導部門のご紹介

～ 指導監査課及び各県事務所の業務について ～

四国厚生支局
Shikoku Regional Bureau of Health and Welfare

厚生労働省



•管理課

•医療課

•調査課

•指導監査課（香川県）

•各県事務所（徳島県、愛媛県、高知県）

※四国４県に事務所を持つのは、医療指導部門だけです！

38
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• 医療保険制度
保険料（掛け金）を支払う→一部負担金のみで医療サービスを受けられる。

• フリーアクセス
患者が自らの意思により、自由に保険医療機関を選ぶことができる。

• 現物（医療サービス）給付
医療行為（現物）が先に行われ、費用は保険者から医療機関へ事後に支払
われる。

→保険医療機関・薬局はこの収入で経営を保っている。

保険診療①
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•診療報酬
病院、診療所が行った医療サービスに対する報酬。

公的医療保険のもとでは、病院、診療所などの保険医療機関等が保険診療（診
療、検査、投薬など）を行った場合に、その対価として保険者から医療機関に支
払われる法定の報酬。

•保険点数
その医療サービスの内容に応じて医療機関がいくら請求

すればよいのかを定めた「診療報酬点数表」に記載され

ている点数。

※1点＝10円

（例）虫垂切除術（盲腸） 6,740点⇒67,400円

水晶体再建術（白内障） 17,840点⇒178,400円

保険診療②
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審査業務①
保険医療機関・保険医の指定・登録

申請があった医療機関を保険医療機関として指定するか、申請が
あった医師を保険医として登録するかなどを審査する業務。

医療機関 医師 厚生局

指定等の申請

審査

指定通知書等の通知

42



•施設基準の届出の審査、病院への適時調査

審査業務②

施設基準

健康保険法等に基づき厚生労働大臣が定めた、保険診療の一部につ
いて、医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等を
評価するための基準。

→一定の基準を満たした医療機関が診療報酬の加算を受けられる

→加算分だけ診療報酬が多くもらえる

確認
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• 対象
保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、柔道整復師 等

• 集団指導
保険医療機関等又は保険医等に対し、

講習等の方式で行う指導。

• 集団的個別指導
保険医療機関等に対し、講習等の方式による「集団部分」と、個別

の面接懇談方式による「個別部分」を組み合わせて行う指導。

指導業務①
保険診療の質的向上と適正化を目的として行う業務。

→保険診療の取扱いや診療報酬の請求等に関する事項の
周知徹底
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•個別指導
保険医療機関等に対し、個別の面接懇談方式で行われる指導。

・都道府県個別指導

地方厚生局、都道府県が共同で行う。

・共同指導

厚生労働省本省、地方厚生局、都道府県が共同で行う。

・特定共同指導

大学附属病院、臨床研修病院等に対し厚生労働省本省、地方厚生局、
都道府県が共同で行う。

指導業務②
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診療内容及び診療報酬請求に不正又は著しい不当が
あったことを疑うに足りる理由があるときに行う業務。

→監査後、保険医療機関としての指定や保険医として
の登録が取り消されると、保険診療が行えなくなる。

監査業務

【不正請求】

①架空請求･･･実際に診療を行っていない者について診療
をしたごとく請求すること。

②付増請求･･･診療行為の回数、数量、内容等を実際に
行ったものより多く請求すること。

③振替請求･･･実際に行った診療内容を保険点数の高い他
の診療内容に振り替えて請求すること。
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四国厚生支局

ご静聴ありがとう
ございました
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職員の生の声を聞いて、四国厚生支局の事だけでなく、国家公務員の魅
力や試験勉強、面接の極意等気になること何でも質問してください！

・残業時間はどれくらい？ ・職場の雰囲気は？
・有給休暇は取りやすいの？ ・今の仕事にやりがいってある？

職員が皆さんのご質問・疑問にお答えする時間

最後に・・・

公務員になるにあたって、『わからないこと』や『不安』が
少しでも解消されるよう、どんどん質問してください。

皆さんの生活で最も身近な、医療や年
金を扱っているのが四国厚生支局です。
この説明会で少しでも国家公務員の魅
力を感じていただき、四国厚生支局を
知ってもらえたらと思います！！！
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